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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　括れ部を介して互いに連通する注目腔と隣接腔とを含む組織腔部及びその周囲の組織部
についての対象画像を生成する対象画像生成手段と、
　前記対象画像上において、前記注目腔を基準として前記組織腔部の輪郭形態についての
評価を行い、この評価結果に基づいて前記組織腔部の輪郭に沿って括れ代表点を探索する
代表点探索手段と、
　前記対象画像上において、前記括れ代表点に基づいて前記注目腔と前記隣接腔を分離し
、これによって前記注目腔に相当する注目領域を抽出する分離処理手段と、
　を備え、
　前記代表点探索手段は、
　前記対象画像上において、前記注目腔内の評価開始点からその外側周囲へ向かって順次
各画素を評価対象画像とする評価値演算を展開し、前記評価対象画素に対する評価値を求
める評価値演算手段と、
　前記組織腔部の輪郭に沿って各画素値の評価値を順次参照し、その評価値の変化に基づ
いて前記括れ代表点を検出する検出手段と、
　を含む、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
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　前記評価値は、少なくとも、前記評価対象画素の展開方向前方の近傍における参照画素
に含まれる前記組織部の存在の度合いと、その展開方向後方の近傍における参照画素に既
に与えられた評価値とに基づいて定められ、これにより前記評価値は前記展開方向後方に
おける既評価画素と前記組織部との近接情報を累積的に反映する、ことを特徴とする画像
処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像処理装置において、
　前記展開方向前方の近傍における参照画素には、前記評価対象画素の前記展開方向の前
方に隣接する画素、及び、前記展開方向斜め前方に隣接する画素とが含まれる、
　又は、
　前記展開方向後方の近傍における参照画素には、前記評価対象画素の前記展開方向の後
方に隣接する画素、及び、前記展開方向斜め後方に隣接する画素とが含まれる、ことを特
徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記評価値演算手段は、評価値の付与により、前記評価値開始点から連続的に分布し前
記組織腔部の輪郭に内接する閉領域を画定し、
　前記評価値の変化の位置は、前記閉領域の外縁が前記組織腔部の輪郭から乖離しはじめ
る位置に対応する、ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記代表点探索手段は、組織腔部を介して向き合う輪郭上で、対となる２点の括れ代表
点を探索し、
　前記分離処理手段は、前記２点の括れ代表点を結ぶ分離線によって前記注目腔と前記隣
接腔を分離する、ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記分離処理手段によって抽出された注目領域に基づいて、前記注目腔のサイズを計測
するサイズ計測手段、を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記評価開始点に基づいて関心領域を定める設定手段、が含まれ、
　前記検出手段は、前記関心領域を対象として前記括れ代表点を検出する、ことを特徴と
する画像処理装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記対象画像生成手段は、画像を二値化処理する二値化手段を備え、
　前記二値化処理によって、前記対象画像の組織腔部が組織部から区別されている、こと
を特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記対象画像生成手段は、画像に対して平滑化処理を行う平滑化手段を備え、
　前記平滑化手段によって、前記対象画像の少なくとも前記組織腔部の輪郭が平滑化され
ている、ことを特徴とする画像処理装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データに対する画像処理、特に、超音波診断画像中の注目領域について
行う分離処理に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　医療分野においては、画像データに基づいて、画像データ中に表現された構造を解析す
る手法がしばしば用いられる。例えば、超音波診においては、診断対象に対する超音波走
査によって得られた画像データに基づいて、診断対象の内部構造についての解析がなされ
る。このような解析においては、時として、内部構造についての領域を画定する必要があ
る。一例として心臓に対する超音波診断画像をもとに、左室の体積演算などを行う場合を
取り上げる。この場合には、左室領域を、僧帽弁部を介して連結された左房領域から分離
して抽出する必要がある。下記の特許文献１乃至３は、この左室の抽出を行う画像処理に
関するものである。
【０００３】
　特許文献１には、僧帽弁の根元において超音波画像の輝度が高いことを利用し、超音波
画像中の最大輝度位置に基づいて左室と左房とを分離する手段が開示されている。
【０００４】
　特許文献２では、心尖部から撮影された超音波画像に対して、心壁の輪郭の重心を計算
し、この重心よりも深い位置にある点のうち最も曲率が大きい２点に基づいて弁輪部を検
出している。
【０００５】
　なお、特許文献３には、左室と左房を分ける分離ラインの運動条件をユーザ設定するこ
とにより、心臓の周期的な運動に対しても追従可能な領域抽出を実現する手段が記載され
ている。
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１２２１２３号公報
【特許文献２】特開平９－１３１３４５号公報
【特許文献３】特開２００２－３３０９６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１及び２では、僧帽弁部の括れによって隔てられる左室と左房との分離を
必ずしも的確に行えない場合がある。
【０００８】
　本発明の目的は、分離する領域の構造、特に、分離部分付近の構造を忠実に評価して注
目領域の分離を行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の画像処理装置は、括れ部を介して互いに連通する注
目腔と隣接腔とを含む組織腔部及びその周囲の組織部についての対象画像を生成する対象
画像生成手段と、前記対象画像上において、前記注目腔を基準として前記組織腔部の輪郭
形態についての評価を行い、この評価結果に基づいて前記組織腔部の輪郭に沿って括れ代
表点を探索する代表点探索手段と、前記対象画像上において、前記括れ代表点に基づいて
前記注目腔と前記隣接腔を分離し、これによって前記注目腔に相当する注目領域を抽出す
る分離処理手段と、を備える。
【００１０】
　上記画像処理装置は、医療上の診断のために作成された２次元の画像データに対して処
理を行う。画像データには、解析対象である生体等の内部構造が含まれており、内部構造
は組織腔部とその周囲の組織部とからなる。組織部と組織腔部とは心腔と心壁であること
が望ましいが、特に限定されるものではない。このような組織腔部のうち抽出対象となる
注目腔を、注目腔と括れ部によって連結された隣接腔から分離する画像処理を行う。括れ
部は、注目腔と隣接腔に比べて細い構造をもつ。例えば、注目腔が心室で隣接腔が心房で
ある場合には、括れ部は両者を繋ぐ弁部に相当する。
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【００１１】
　画像処理装置の対象画像生成手段は、当該装置の処理前の画像データ（これを原画像と
呼ぶ）から対象画像を生成する処理を行う。この処理の例としては、拡大縮小、平行移動
、回転などの座標変換処理を挙げることができる。一連の画像処理において本質的ではな
い小さな構造を除去するための平滑化処理を行ってもよい。また、組織腔部を周囲の実質
部と明瞭に区別するために二値化処理を行ってもよい。
【００１２】
　代表点探索手段は、対象画像に対して処理を行って、括れ部を代表する代表点を探索す
る。探索にあたっては、まず、注目腔を基準として、組織腔部の輪郭の形態を評価する。
すなわち、例えば注目腔の中央付近や重心等の注目腔を代表する部位がユーザによりある
いは自動的に設定され、この基準に対して組織腔部の輪郭形態が評価される。輪郭形態の
評価は様々に行うことが可能であり、例えば、括れ部によって注目腔が開領域を形成して
いることを利用して、境界が基準位置から見て急激に深い方向に折れ曲がっている状況を
勾配や勾配変化率に基づいて評価することができる。また、括れ部が組織後部の内側に凸
形状を示すことを利用して、基準位置から見て内側に凸な領域を、やはり勾配や勾配変化
率に基づいて評価してもよい。そして、このような評価結果を組織後部の輪郭に沿って調
べることにより、括れ代表点を見出す。なお、ここでいう輪郭とは、組織腔部と組織部と
の境界線であってもよいし、境界のいずれの側かに隣接した画素であってもよい。
【００１３】
　分離処理手段は、こうして得た括れ代表点に基づいて注目腔と隣接腔を分離する。分離
処理手段は、さらに注目領域以外の領域を取り除く処理などを行ってもよい。
【００１４】
　この構成によれば、画像処理装置は、組織後部の輪郭形態を忠実に調べて括れ代表点を
求める。従って、括れ部に基づいた注目腔と隣接腔の分離を行うことが可能となる。この
ため、例えば心臓の収縮によって括れ部の位置が変動する場合にも、的確に追従すること
が可能となる。ただし、時系列データに対して処理を行う場合には、必ずしも毎回、上記
手順に従った分離を行う必要はなく、計算効率を考慮して、それ以前の結果を適宜利用す
ることも有効である。なお、画像データは２次元に限定されるものではなく、３次元であ
る場合にも容易に適用することができる。
【００１５】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記代表点探索手段は、前記対象画像
上において、前記注目腔内の評価開始点からその外側周囲へ向かって順次各画素を評価対
象画像とする評価値演算を展開し、前記評価対象画素に対する評価値を求める評価値演算
手段と、前記組織腔部の輪郭に沿って各画素値の評価値を順次参照し、その評価値の変化
に基づいて前記括れ代表点を検出する検出手段と、を含む。
【００１６】
　評価開始点は、所定のルールに従って注目構内に自動設定されてもよいし、ユーザ設定
されてもよい。評価値演算手段は、この評価開始点から外側周囲の組織部に向かって、各
画素を順次評価対象として評価値演算を進行していく。評価値演算は様々に行うことが可
能であり、例えば、評価対象画素の周囲に適当なサイズのウインドウを設定し、そのウイ
ンドウの中に含まれる組織部の分布パターンを、評価開始点との方向関係に基づいて評価
するといったことが可能である。検出手段は、このようにして与えられた評価値を、組織
腔部の輪郭に沿って評価する。そして、評価値の変化に基づいて括れ代表点を検出する。
前に述べた分布パターンに従った場合には、分布パターンが通常の状態から特定の状態に
変化する点に基づけばよい。このように括れ代表点を検出するための評価値変化の用い方
は、評価値特性に応じて定めればよい。
【００１７】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記評価値は、少なくとも、前記評価
対象画素の展開方向前方の近傍における参照画素に含まれる前記組織部の存在の度合いと
、その展開方向後方の近傍における参照画素に既に与えられた評価値とに基づいて定めら
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れ、これにより前記評価値は前記展開方向後方における既評価画素と前記組織部との近接
情報を累積的に反映する。
【００１８】
　評価値は、このように、展開の進行とともに過去の評価結果を累積的に反映するもので
あってもよい。すなわち、評価値を与える場合には、評価対象画素の展開方向前方におけ
る組織部の存在の度合いが考慮されるとともに、展開方向後方における既評価画素の評価
値が考慮される。これによって、ある評価対象画素の評価値は、それよりも展開方向後方
において評価した組織部との近接度合いについての情報を含むことになる。
【００１９】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記展開方向前方の近傍における参照
画素には、前記評価対象画素の前記展開方向の前方に隣接する画素、及び、前記展開方向
斜め前方に隣接する画素とが含まれる。また、望ましくは、本発明の画像処理装置におい
ては、前記展開方向後方の近傍における参照画素には、前記評価対象画素の前記展開方向
後方に隣接する画素と前記展開方向斜め後方に隣接する画素とが含まれる。
【００２０】
　評価対象画素に対する評価値演算において評価値や近接情報を直接参照する参照画素は
、様々に選択可能である。そして、参照にあたっての重み付けや、評価値演算の演算規則
への取り込み方も適宜定めることができる。その中でも、展開方向前方の近傍における参
照画素として、展開方向前方に隣接する画素と、展開方向斜め前方に隣接する画素を採用
することが特に望ましい。また、展開方向後方の近傍における参照画素として、展開方向
後方に隣接する画素と、展開方向斜め後方に隣接する画素を採用することも特に望ましい
。このように、展開方向の前方あるいは後方に隣接する画素だけでなく、斜め前方あるい
は斜め後方の画素に隣接する画素をも参照する理由は、これにより、既評価画素における
評価結果を展開方向斜め前方に広く伝播させることが可能になることによる。すなわち、
ある既評価画素における組織部との近接情報の影響は、この既評価画素よりも展開方向の
前側の複数の画素に広く伝えられる。したがって、評価値によって、組織部の分布をスム
ージングした構造が形成されることになる。
【００２１】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記評価値演算手段は、評価値の付与
により、前記評価値開始点から連続的に分布し前記組織腔部の輪郭に内接する閉領域を画
定し、前記評価値の変化の位置は、前記閉領域の外縁が前記組織腔部の輪郭から乖離しは
じめる位置に対応する。
【００２２】
　このように、評価値は、評価開始点をその領域内に含む滑らかな形状の外縁をもつ閉領
域が、組織腔部の輪郭に内接する状態を再現するように定めることが可能である。この場
合、閉領域の外縁と組織腔部の輪郭とが不一致しない部分は、組織腔部の輪郭が滑らかな
形状を有しない箇所を意味する。この箇所は括れ部を表す可能性が高いため、両者の乖離
箇所をもとに括れ代表点を定めることができる。
【００２３】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記代表点探索手段は、組織腔部を介
して向き合う輪郭上で、対となる２点の前記括れ代表点を探索し、前記分離処理手段は、
前記２点の括れ代表点を結ぶ分離線によって前記注目腔と前記隣接腔を分離する。
【００２４】
　対となる２点の括れ代表点を検出し、これらを結ぶ分離線を設定する手法は、特に、対
象画像が組織腔部を２次元的に表現している場合に有効である。括れ部は、心臓の弁部の
ように、二つの括れた輪郭線によって表現されることが多い。したがって、組織腔部を介
して相互に対向する二つの輪郭線上において、それぞれ括れ代表点を見つけることにより
、括れ部の検出精度が向上する。そして、この二つの括れ代表点を結ぶことにより、括れ
部に基づいた注目腔と隣接腔との分離が適切に行われる。この分離線は、前にも述べたよ
うに、直線でも曲線でも良い。
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【００２５】
　例えば、前記分離線は前記注目腔側に凸形状をなす曲線であってもよい。括れ代表点は
、括れ部の形状を忠実に調査して求めているため、分離線も単純な直線ではなく、実際の
注目腔の形状に相応しい形に定めることができる。注目腔として心臓の左室を検出ような
場合には、注目腔側に出っ張りのある曲線とすることが好ましい場合があり、これにより
精度よく注目腔を分離することができる。出っ張りの程度は、ユーザ設定により行っても
よいし、あらかじめ与えられたルールに従って設定されてもよい。
【００２６】
　また、前記曲線の曲率半径は、前記２点の括れ代表点と前記評価開始点とがなす距離に
基づいて定められてもよい。曲線は、一定の曲率半径をもつ円弧であっても、曲率半径に
変化のある曲線であってもよい。曲率半径は、例えば、各括れ代表点において、それぞれ
の評価開始点との距離に等しくなるように変化させてもよい。また、各括れ代表点と評価
開始点との距離の平均値としてもよい。
【００２７】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記分離処理手段によって抽出された
注目領域に基づいて、前記注目腔のサイズを計測するサイズ計測手段、を備える。注目腔
のサイズとは、特定部位の長さ、断面積、体積など注目腔の大きさを特徴づける量である
。サイズ計測手段によるサイズ計測は、対象画像上の注目領域に対して直接的に行っても
よいし、対象画像の注目領域でマスクをされた元画像等に対して間接的に行ってもよい。
【００２８】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、前記評価開始点に基づいて関心領域を
定める設定手段、が含まれ、前記検出手段は、前記関心領域を対象として前記括れ代表点
を検出する。対象画像には、検出したい括れ部以外にも、括れ部と似た構造が表されてい
る場合がありえる。この場合に、評価値を算出するための関心領域を設定することは、検
出の精度向上に有効である。しかしながら、ユーザの操作負担を軽減するためには、ユー
ザ設定をなるべく減らすことが望ましい。そこで、操作開始点を基準とする一定領域を関
心領域とし、検出手段の実行をこの関心領域について行うこととした。関心領域は、例え
ば矩形状、円形状、楕円形状などとし、その大きさ、及び、評価開始点との位置関係を設
定しておくことで、自動的に定めることが可能となる。なお、評価開始点はユーザ設定さ
れても、所定の基準に基づいて自動的に設定されてもよい。
【００２９】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、対象画像生成手段は、画像を二値化処
理する二値化手段を備え、前記二値化処理によって、前記対象画像の組織腔部が組織部か
ら区別されている。二値化された二値画像を処理対象とすることにより、組織腔部と組織
部との判別が容易になるだけでなく、データ量や演算量を減らすことも可能となる。なお
、時系列データに対して処理を行う場合には、毎回改めて関心領域を設定する必要はなく
、それ以前の関心領域を流用することも可能である。
【００３０】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、対象画像生成手段は、画像に対して平
滑化処理を行う平滑化手段を備え、前記平滑化手段によって、前記対象画像の少なくとも
前記組織腔部の輪郭が平滑化されている。平滑化によりノイズの除去を行ったり、括れ部
よりも小さくな構造を除去することが可能となる。これにより、小さな構造に伴う括れ部
検出の精度低下を回避することが可能となる。なお、平滑化手段と二値化手段とを併用す
る場合には、どちらの処理を前に行ってもよい。
【００３１】
　望ましくは、本発明の画像処理装置においては、括れ形状をもつ僧帽弁部を介して互い
に連通する左室と左房とを含む心腔及びその周囲の心壁についての対象画像を生成する対
象画像生成手段と、前記対象画像上において、前記左室を基準として前記心腔の輪郭形態
についての評価を行い、この評価結果に基づいて前記心腔の輪郭に沿って括れ代表点を探
索する代表点探索手段と、前記対象画像上において、前記括れ代表点に基づいて前記左室
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と前記左房を分離し、これによって前記左室に相当する注目領域を抽出する分離処理手段
と、前記分離処理手段によって抽出された注目領域に基づいて、前記左室のサイズを計測
するサイズ計測手段、を備える。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明により、例えば超音波断層画像においては、左室と左房との分離を、両者を繋ぐ
僧帽弁部の括れ形状に基づいて行うことができる。括れ形状を忠実に評価するこの手法は
、分離を的確に行う上で効果的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に本発明の実施形態を、図面を用いて説明する。説明においては、超音波診断装置
によって生成された断層画像についての画像処理を行う場合を主に取り上げる。そして、
断層画像は、心筋等の組織部と心室心房等の組織腔部を含む心臓部、特に、左房と左室と
が僧帽弁部を挟んで連結した状態を表現しているものとする。超音波診断装置は、括れ部
である僧帽弁部を検出して、注目腔である左室を隣接腔である左房から分離する処理を行
う。
【００３４】
［装置構成と全体の流れ］
　図１は、本実施の形態に係る画像処理装置１１０の構成概略図である。画像処理装置１
１０は、超音波診断装置に組み込まれていてもよいし、それ自体が単体の装置となってい
てもよい。そして、画像処理専用回路を備えたコンピュータはもとより、一般のパソコン
等を用いても実現することができる。画像処理装置１１０は、ユーザ入力を受け付けるキ
ーボード等の操作部１１２、ネットワークや記憶メディア等を通じた入出力を行う入出力
部１１４、演算結果やユーザへの指示等を表示する液晶ディスプレイ等の表示部１１６、
一時的あるいは半永久的に情報を記憶するハードディスクやメモリで構成された記憶部１
１８を備えている。これらの各構成部の動作は、プログラムによって動作を規定された制
御部１２０によって制御されている。
【００３５】
　制御部１２０は、さらに、ＣＰＵ等によって実現される演算処理部を制御している。演
算処理部としては、画像処理の対象画像を生成する対象画像生成部１３０、対象画像に対
する設定を行う設定部１４０、括れ代表点を探索する代表点探索部１５０、代表点探索部
１５０の結果に基づいて注目腔と隣接腔を分離する分離部１６０、分離結果に基づいて注
目腔のサイズを計測する計測部１６４が含まれている。
【００３６】
　対象画像生成部１３０は、二値化部１３２、平滑化部１３４、エッジ抽出部１３６を含
んでいる。二値化部１３２は、入出力部１１４から入力された超音波断層画像を元画像と
して、元画像の二値化を行い二値画像を得る。二値化においては、組織部と組織腔部とが
区別できるように閾値が設定される。平滑化部１３４は、二値画像に対し、ノイズの除去
や微小構造の除去を行って対象画像を得る。この平滑化の処理により、対象画像において
は、組織腔部の輪郭（したがって組織部の輪郭も）は微小な凹凸がない滑らかなものとな
る。エッジ抽出部１３６は、対象画像に対し、組織腔部の輪郭を形成する画素だけを取り
出してエッジ画像を形成する。
【００３７】
　設定部１４０は、評価開始点部１４２と関心領域部１４４とを含んでいる。評価開始点
部１４２は、ユーザの指示に基づいて、対象画像上に注目腔内に評価開始点を設定する。
関心領域部１４４は、評価開始点を基準とする所定の規則に従って、対象画像上に関心領
域を設定する。
【００３８】
　代表点探索部１５０は、評価値演算部１５２、検出部１５４、及び、絞り込み部１５６
を含んでいる。評価値演算部１５２は、関心領域に含まれる画素を次々と評価対象画素と
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し、この評価対象画素にたいする評価値を与えていく。評価対象画素は、評価開始点側か
ら周辺部側へと順次外側に向かって選ばれる。評価値演算は、後述するように、評価対象
画素の周囲の参照点における組織部の影響を評価するように定められている。検出部１５
４は、評価値演算部１５２が算出した評価値のうち、エッジ画像に含まれる画素の評価値
を調査し、評価値の変化に基づいて、括れ代表点を検出する。括れ代表点は、最終的に、
組織腔部を挟んで向き合う輪郭上に一点づつ、合計２点が検出され、対となって括れ部の
存在を表す。しかしながら、評価値の分布を探索する条件次第では、検出部１５４によっ
て複数の点が選ばれてしまうことがありえる。絞り込み部１５６は、この場合に対となる
２点へと絞り込みを行う。絞り込みの条件は特に限定されないが、ここでは、距離最短と
なる２点を抽出するものとする。
【００３９】
　分離部１６０は、検出された２点の括れ代表点を曲線で結んで注目腔と隣接腔とを分離
する。分離曲線の曲率は、分離部１６０に含まれる曲率決定部１６２によって与えられる
。曲率決定部１６２は、２点の括れ代表点と評価開始点との距離に基づいて曲率半径を決
定することができる。
【００４０】
　計測部１６４は、分離部１６０によって抽出された注目領域に基づいて、注目腔のサイ
ズを計測する。計測部１６４には、注目領域によって原画像をマスク処理するマスク処理
部１６６と、マスク処理された領域又は注目領域自体のサイズを計測するサイズ計測部１
６８が含まれている。サイズ計測部１６８は、幾何的な原理に基づいて画像の特定部位の
長さ、断面積、体積などを計測する機能や、画像上のサイズを実物のサイズに換算する機
能などを備えている。
【００４１】
　図２は、本実施の形態の実施手順を示したフローチャートである。入出力部１１４から
断層画像が入力される（Ｓ１１０）と、二値化部１３２において二値化処理がなされ、二
値画像が形成される（Ｓ１１２）。二値画像に対しては、平滑化部１３４によってノイズ
除去（Ｓ１１４）とエッジスムージング処理（Ｓ１１６）がなされ、対象画像が生成され
る。エッジ抽出部１３６は、対象画像に対し、組織腔部の輪郭を抽出するエッジ抽出（Ｓ
１１８）を行い、エッジ画像を形成する（Ｓ１１８）。その一方で、対象画像に対しては
、ユーザの指示に基づいて、評価開始点部１４２が対象画像上に評価開始点を設定する（
Ｓ１２０）。
【００４２】
　次に、評価値演算部１５２が、この評価開始点から所定の条件に従って評価値演算を行
う（Ｓ１２２）。関心領域部１４４は、評価開始点に基づいて関心領域である僧帽弁領域
を設定し（Ｓ１２４）、さらに、僧帽弁領域に含まれ、かつ、エッジ画像で抽出された輪
郭を括れ代表点の候補点群として抽出し（Ｓ１２６）、組織腔部を挟む二つの候補点群上
で、各一点の検出開始点を決定する（Ｓ１２８）。そして、検出部１５４がこの検出開始
点を起点として候補点群の探索を行う（Ｓ１３０）。続いて、絞り込み部１５６によって
、ひとつの候補点群上に括れ代表点となる条件に該当する点が２点以上存在するか否かが
調べられ（Ｓ１３２）、存在する場合には他方の候補点群上の該当点との距離が最短とな
る２点が選ばれる（Ｓ１３４）。こうして、対となる２点の括れ代表点が検出される（Ｓ
１３６）。
【００４３】
　分離部１６０は、この２点を結ぶ分離曲線を設定し（Ｓ１３８）、左室に相当する注目
領域を抽出する。そして、マスク処理部１６６が、当初入力された断層画像をこの注目領
域によってマスク処理する（Ｓ１４２）。サイズ計測部１６８は、マスク処理された領域
に基づいて、左室のサイズ計測を行う（Ｓ１４４）。
【００４４】
　以下では、評価値演算の具体例と、その評価結果に基づいて括れ代表点を探索する具体
例について説明する。
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【００４５】
［評価値演算］
　ここで説明する評価値演算は、注目腔の分離のために行う目的の他に、注目腔の輪郭に
おける「ぬけ」等の穴あき部分を穴埋め処理する目的を兼ねたものである。この穴埋め処
理を併用することで、注目腔の領域画定がより適切となる効果がある。以下に、その具体
的なルールの例を図３、図４を参照して説明する。
【００４６】
　評価値演算は、代表点探索部１５０が各画素を評価する順番を決定する。ここでは、評
価開始点を基準点Ｒとし、この点から放射状に外側に向かって引かれた探索ラインと、こ
の基準点Ｒを中心とする複数の同心円とに基づいて順番を決定する。すなわち、各同心円
の円弧上で探索ライン上に位置する画素を次々と評価対象画素として評価するという過程
を、順々に外側の同心円に対して行っていく。
【００４７】
　代表点探索部１５０は、各評価対象画素に対して、その評価対象画素を中心とする３×
３あるいは５×５の画素からなるウインドウを設定する。ウインドウの設定は探索ライン
方向と同心円の弧方向を２軸として行われる。そして、図３に示す評価値付与の条件に従
って、その評価対象画素に評価値を与える。
【００４８】
　評価値は、４つのランクのいずれかが与えられるものとし、それぞれを評価値０、評価
値１、評価値２、評価値１０と呼ぶことにする。評価値０は組織部の影響度が最も強く、
明らかに注目腔に含まれないとみなすことができる。評価値１は次に影響度が強く、評価
値２がこれに続く。そして、評価値１０は、組織部の影響を全く受けない状態を表してい
る。
【００４９】
　参照画素については、次のように定める。まず、組織部との存在の度合いを参照するた
めに定められ、少なくとも前記評価対象画素の展開方向前方（探索ラインの前方）の近傍
の画素を含む参照画素を第１参照画素と呼ぶ。また、既に与えられた評価値を参照するた
めに定められ、少なくとも展開方向後方の近傍の画素を含む参照画素を第２参照画素と呼
ぶ。この第１参照画素と第２参照画素を定める際の近傍の定義は様々に定めることができ
、両者は同じ定義を用いても、違う定義を持ち手もよい。そこで、ここでは、以下に説明
するように、３×３と５×５のウインドウに基づいて近傍を定義する。なお、同心円や探
索ラインの間隔によっては、同一の画素が２回以上評価される場合がある。この場合には
重複して評価を行わない方法もあるが、ここでは毎回評価を行うこととし、その際には、
過去において与えられた評価値よりも値の低い評価値（すなわち影響度が強い評価値であ
る）への変更のみを行うものとする。
【００５０】
　図４は、基準点Ｒから延びる探索ラインＬ上において、評価対象画素ｘ３が選ばれた際
に、３×３のウインドウ及び５×５のウインドウが設定された様子を示している。そして
、評価対象画素ｘ３よりも基準点Ｒ寄りにある画素ｖ１－ｖ５，ｗ１－ｗ５の評価がなさ
れたものとする。なお、画素の評価は内側から外側へと順次行われていくことから、この
ウインドウにおいては探索ラインＬの矢印方向を進行方向前方とし、反対方向を後方と呼
ぶことにする。また、画素値１は組織腔部のもつ画素値（輝度値）、画素値０は組織部の
もつ画素値であるとする。
【００５１】
　ここでは、第１参照画素は、画素ｗ２，ｗ３，ｗ４，ｘ２，ｘ４，ｙ２，ｙ３，ｙ４，
ｚ３とし、また、第２参照画素は、画素ｗ２，ｗ３，ｗ４とする。この第１参照画素と第
２参照画素を、図３に示したルールに適合した場合、評価値付与の条件は次のようになる
。
【００５２】
　評価値０の条件は、第１参照画素のうち、「３×３ウインドウ中評価対象画素の真後ろ
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（展開方向後方に隣接する）の画素」である画素ｗ３の画素値が０の場合、または、第２
参照画素のうち、「３×３ウインドウ中評価対象画素の真後ろの画素」である画素ｗ３の
評価値が０または１の場合である。
【００５３】
　評価値１の条件は、上記評価値０の条件に該当せず、かつ次の二つの条件のうち少なく
とも一つを満たすことである。この２条件とは、第１参照画素のうち、「３×３ウインド
ウ中評価対象画素以外の画素」である画素ｗ２，ｗ３，ｗ４，ｘ２，ｘ４，ｙ２，ｙ３，
ｙ４の少なくとも１つの画素が画素値０である条件（ｗ３については、評価値０の条件が
優先される）と、第２参照画素のうち、「３×３ウインドウ中評価対象画素の真後ろの画
素」である画素ｗ３の評価値が２である条件である。
【００５４】
　評価値２の条件は、評価値０の条件にも評価値１の条件にも該当せず、かつ、次の２条
件のうち少なくとも一つを満たすことである。この２条件とは、第１参照画素のうち、「
５×５ウインドウ中評価対象画素の２つ前方の真正面の画素」である画素ｚ３の画素値が
０である条件と、第２参照画素のうち、「３×３ウインドウ中評価対象画素の斜め後ろの
画素」である画素ｗ２，ｗ４の少なくとも一つの評価値が１である条件である。
【００５５】
　評価値１０の条件は、評価値０の条件、評価値１の条件、評価値２の条件のいずれにも
該当しないことである。
【００５６】
　図５のフローチャートは、このルールに従って、図２のステップＳ１２２を行う手順を
示している。まず、代表点探索部１５０によって定められた順序に従って、評価対象画素
が選択される（Ｓ４０）。そして、この評価対象画素が画素値０であるか否かを調べる（
Ｓ４２）。画素値０である場合には、この画素が属す同心円上の画素全てが画素値０をも
つか否かを調べ（Ｓ４４）、該当する場合には終了する。終了にあたっては、穴埋め成形
の便宜を考えて、この同心円よりも外側にある画素値１の画素に評価値０を与える。なお
、ある同心円の評価を終えた時点で、その同心円が通る画素が全て画素値０または評価値
０の場合にも同様に処理を終了する。一方、該当しない場合には、順序に従って新しい評
価対象画素を選ぶ（Ｓ４０）。ステップＳ４２において、画素値が０でない場合には、評
価値０の条件が判定される（Ｓ４６）。そして、この条件を満たす場合には評価値０が与
えられ（Ｓ４８）、満たさない場合には評価値１の条件が判定される（Ｓ５０）。評価値
１の条件の判定においては、既に、評価値０でないことがわかっているので、他の２条件
に該当するかどうかを判定すればよい。そして評価値１の条件を満たした場合には、評価
値１を付与し（Ｓ５２）、条件を満たさない場合には、続いて評価値２の条件が判定され
る（Ｓ５４）。この評価値２の条件を満たす場合には評価値２が与えられ（Ｓ５６）、満
たさない場合には評価値１０が与えられる（Ｓ５８）。ステップＳ４８，Ｓ５２，Ｓ５６
，Ｓ５８において評価値が与えられた場合には、次の評価対象画素が選択される（Ｓ４０
）。このときに、全ての画素を評価し終わっていれば当然に終了する。
【００５７】
　次に画像処理の具体例を、図６から図１９の一連の説明図を用いて示す。図６は、心臓
部の診断データを基に生成された原画像から、２値画像を作成し、さらにノイズ除去を行
って得た対象画像である。原画像と２値画像は、ともに２０（横）×２７（縦）の格子上
に正方形のピクセルが配置されたデータである。原画像は、各画素において多段階（例え
ば２５６段階）で表現される輝度値（画素値）のデータからなる。そして、２値化は、原
画像に表示される心臓の心腔部と心壁部が２値で分離されるよう輝度を閾値として実施さ
れ、さらに反転処理を行っている。ただし、反転処理は以下の処理においては本質的問題
ではない。ノイズ除去としては、一定のスケール以下のパターンを取り除くために、周囲
と画素値が異なる孤立した１画素または２画素を取り除くといった空間フィルタを作用さ
せているが、もちろん他のフィルタを用いてもよい。
【００５８】
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　このようにして作成された図６は、画素値が１（白色）の組織腔部４０と、画素値が０
の組織部４４とからなる。このうち、組織腔部４０部分は、左室５０と左房５２を主とし
て表している。両者は別々の組織腔部を構成しているが、両者を隔てる僧帽弁がエコーで
捉えられておらず、僧帽弁部５４は左室５０と左房５２を連結する括れ部を構成するよう
に表示されている。また、左室５０の左側の壁部（ぬけ５６と呼ぶ）は、筋腺維の方向が
超音波の伝播方向にほぼ平行でエコーが弱いことに起因している。また、図の左上と左下
に、心臓内部とは無関係な画素値１の領域５８，５９がある。以下では、組織腔部のうち
の左室５０を注目腔とし、左房５２を隣接腔とする場合について説明する。
【００５９】
　図７では、まず、左室５０内に評価開始点である基準点Ｒが設定されている。そして、
評価値演算のための探索順序を定めるために、同心円Ａ，Ｂ，Ｃ，．．．Ｉ（実際にはも
っと外側の同心円も考える）が設定され、また、探索ラインＬ１，Ｌ２，Ｌ３，．．．，
Ｌ２０，．．．，Ｌ３０，．．．を１度毎に設定している（ただし図７においては、その
一部のみしか記していない）。探索は、まず、一番内側の同心円Ａが通過する画素に対し
て行われる。この同心円の中の探索は、まず探索ラインＬ１が通過する画素に対して行わ
れ、次に探索ラインＬ２が通過するラインに対して行われ、というように各探索ラインが
通過する画素に対して順次時計回りに実施される。複数の探索ラインが通過する画素につ
いては、設定されるウインドウが同じとなる場合には計算する必要はない。しかし、設定
されるウインドウが異なる場合には、再度処理する方が等方性の観点からは望ましい。も
ちろん、演算速度を考えて、重複処理を行わないという選択肢もある。
【００６０】
　ここで、第１参照画素および第２参照画素を選ぶためのウインドウの設定方法を、探索
ラインＬ２０上の画素ｄ３を評価対象画素とした場合と、探索ラインＬ３０上の画素ｂ３
’を評価対象画素とした場合を例に挙げて説明する。評価対象画素ｄ３については、この
画素と同じ同心円Ｄが通過し、かつ、この画素の両隣に位置する画素をそれぞれ画素ｄ２
と画素ｄ４とする。また、探索ラインＬ２０上にあり、一つ内側の同心円Ｃが通過する画
素を画素ｃ３とし、同じく同心円Ｃが通過する両隣（同心円の通過順をもって両隣を定め
る）の画素を画素ｃ２，ｃ４とする。同様にして、評価対象画素ｄ３よりも一つ外側の同
心円Ｅ上で画素ｅ２，ｅ３，ｅ４が選ばれ、二つ外側の同心円において画素ｆ３が選ばれ
る。こうして選ばれた画素ｃ２，ｃ３，ｃ４，ｄ２，ｄ４，ｅ２，ｅ３，ｅ４，ｆ３は第
１参照画素を構成し、画素ｃ２，ｃ３，ｃ４は第２参照画素を構成する。これらの画素を
用いた評価値決定に関するルールは、図４を用いた説明と同様にして行えばよい。
【００６１】
　評価対象画素ｂ３’については、探索ラインＬ３０に対する画素配置の対称性がないた
め、ウインドウの形状も対称性がなくなる。しかし、ウインドウを設定する基準は評価対
象画素ｄ３に対する場合と同じである。すなわち、評価対象画素ｂ３’と同じ同心円Ｂに
含まれ、かつ、その両隣に位置する画素ｂ２’，ｂ４’を選ぶことができる。また、ひと
つ内側の同心円Ａが通過する画素のうち、探索ラインＬ３０上でみて評価対象画素ｂ３’
に隣接する画素ａ３’を選び、さらにその両隣の画素ａ２’とａ４’を選ぶ。同様にして
、ひとつ外側の同心円Ｃが通過する画素のうち、探索ラインＬ３０上でみて評価対象画素
ｂ３’に隣接する画素を画素ｃ３’とし、その両隣の画素ｃ２’，ｃ４’を選ぶ。また、
同心円Ｄが通過する画素の中から画素ｄ３’を選ぶ手順も同様である。
【００６２】
　図８は、基準点Ｒを含む画素に評価値１０を与え、さらに同心円Ａが通過する８個の画
素に対し、評価値演算を実行して与えた評価値を示している。基準点Ｒを評価対象画素と
して評価値を与える場合には、それ以前に評価値を与えられている画素がないので、第２
参照画素を参照する必要はない。したがって、第１参照画素だけを評価すればよいが、基
準点Ｒについては方向性が定まらず、評価値０の条件に用いられる「３×３ウインドウ中
、評価対象画素の真後ろの画素」が定まらない。そこで、この場合には、等方性を考慮し
て、あらゆる方向に対してこの条件を適用すべきである。この結果、同心円Ａが通過する
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少なくとも１つの画素に画素値０の画素があれば、評価値０が与えられることになる。た
だし、基準点Ｒの評価値が０であると、基準点Ｒを含む全ての画素が抽出されなくなるの
で、このような画素を基準点Ｒとして選ぶべきではない。また、同様にして評価値２の条
件は、同心円Ｂが通過する少なくとも１つの画素に画素値０があれば、基準点Ｒに評価値
２を与えるという条件であると捉えることができる。ただし、この場合、画定される閉領
域は同心円Ａが通過する画素でしかなく、やはり画像処理を行う意味がない。結局のとこ
ろ、基準点は、同心円Ａ，Ｂが画素値０の画素を含まないように選ぶべきであると言える
。
【００６３】
　同心円Ａ上の画素を評価対象画素として評価値演算を実行する場合には、３×３のウイ
ンドウのうち、後方側（基準点側）のウインドウが基準点Ｒに縮退してしまうことに注意
する必要があるが、それをのぞけば、条件の評価自体において問題となることはない。図
８に示した例においては、いずれの画素も第１参照画素に画素値０の画素を含まず、また
、第２参照画素としての基準点Ｒは評価値１０を有するので、同心円Ａ上の画素は全て評
価値１０が与えられる。
【００６４】
　図９は、同心円Ｂが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示している。こ
の場合にも、同心円Ｂ上の各評価対象画素に対し、組織部は第１参照画素に含まれない。
また、第２参照画素の評価値は全て１０であるため、同心円Ｂが通過する全ての画素には
評価値１０が与えられる。
【００６５】
　図１０は、同心円Ｃが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示している。
ここでは、基準点の左上にある画素ｃ２’’だけが、評価値２を与えられている。これは
、探索ラインＬ６で見れば、評価対象画素ｃ２’’における「５×５ウインドウ中評価対
象画素の２つ前方の真正面の画素」である画素ｅ３’’が画素値０であるためである。一
方、画素ｃ２’’よりも基準点からやや遠い位置にある画素ｃ１’’には評価値１０が与
えられている。これは、例えば探索ラインＬ５で見ると、評価対象画素ｃ１’’にとって
の「５×５ウインドウ中評価対象画素の２つ前方の真正面の画素」は、画素ｅ１’’であ
り、画素値が１であるために、評価値２の条件を満たさないことによる。
【００６６】
　図１１は、同心円Ｄが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示している。
ここでは、図１０の説明で述べた画素ｃ１’’の評価値が、評価値１０から評価値２に変
わっている。これは、画素ｃ１’’が同心円Ｃだけでなく、同心円Ｄも通過する画素であ
るため、再度評価値を評価されたことによる。すなわち、画素ｄ１’’にとっては、探索
ラインＬ５上でみた「５×５ウインドウ中評価対象画素の２つ前方の真正面の画素」は画
素値０をもつ画素ｆ１’’であるために、評価値２の条件を満たしたことによる。また、
画素ｄ２’’には評価値１が与えられている。これは、探索ラインＬ６上でみて、評価対
象画素ｄ２’’の「３×３ウインドウ中評価対象画素以外の画素」である画素ｅ２’’の
画素値が０であるために、評価値１の条件を満たしたことによる。なお、このライン上に
おいては、評価対象画素ｄ２’’の「３×３ウインドウ中評価対象画素の真後ろの画素」
である画素ｃ２’’の評価値が２であることによる評価値１の条件も満たしている。
【００６７】
　図１２は、同心円Ｅが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示す図である
。ここからは、ぬけ５６部分が穴埋めされていく様子をたどる。まず、この図において画
素ｅ２は評価値１を与えられている。これは、第１参照画素に含まれる画素ｆ１の画素値
が０であることによる。一方、画素ｅ３は評価値１０が与えられている。これは、第１参
照画素に組織部が含まれず、また第２参照画素は全て評価値１０であることによる。続い
て、同心円Ｆが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示す図１３においては
、画素ｆ２は評価値０を与えられている。これは、探索ラインＬ１９上でみて、評価対象
画素ｆ２の「３×３ウインドウ中評価対象画素の真後ろの画素」である画素ｅ２が評価値
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１であるため、評価値０の条件を満たしたことによる。また、画素ｆ３には評価値２が与
えられている。これは、評価対象画素ｆ３の「３×３ウインドウ中評価対象画素の斜め後
ろの画素」である画素ｅ２あるいはｅ４が評価値１であるために、評価値２の条件を満た
していることによる（本実施の形態では、画素ｅ２とｅ４の評価値は共に１である）。さ
らに、次の同心円Ｇが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示す図１４にお
いては、画素ｇ２には評価値０が与えられている。これは、評価対象画素ｇ２の「３×３
ウインドウ中評価対象画素の真後ろの画素」である画素ｆ２の評価値が０であることによ
る。このように、一旦評価値０が与えられると、この探索ラインＬ１９の前方の真正面の
画素には評価値０が与えられ続けることになる（図１５，１６参照）。また、画素ｇ３に
は、評価値１が与えられている。これは、評価対象画素ｇ３の「３×３ウインドウ中評価
対象画素の真後ろの画素」である画素ｆ３の評価値が２であることによる。さらに、この
探索ラインＬ２０上で、同心円Ｈが通過する画素ｈ２には評価値０が与えられている（図
１５）。このように、探索ラインＬ２０上においては、画素ｅ２またはｅ４の評価値１の
影響を受けた画素ｆ３が評価値２を有したことにより、画素ｆ３よりも前方の真正面の画
素である画素ｇ３が評価値１となり、画素ｈ２が評価値０となった。
【００６８】
　図１６は、同心円Ｉが通過する全ての画素について評価値を与えた状態を示す図である
。ここでは、左房５２において、穴埋め整形の準備が進行している。すなわち、評価値１
をもつ画素ｅ３’の影響を受けて、画素ｆ４’が探索ラインＬ２５において評価された際
に評価値２を与えられる。そして、画素ｇ４’の評価値１、画素ｈ５’の評価値２、画素
ｉ５’の評価値１が順々に与えられている。評価結果のこの累積的な影響はさらに続き、
全ての画素の評価値が与えられた状態を示す図１７において、画素ｊ６’の評価値２、画
素ｋ６’の評価値１が与えられている。そして、これよりも進行方向前側（外側）の画素
には、評価値０が与えられることになる。また、領域５８、５９においては、その基準点
寄りの画素が画素値０の画素と接しているために評価値０を与えられるため、その影響が
伝播して全画素に評価値０が与えられている。
【００６９】
　図１８は、領域整形部３２によって、領域の整形が実行された様子を示している。すな
わち、評価値０を与えられた画素の画素値が０に置き換えられる穴埋め整形がなされてい
る。これにより、当初の２値画像（図６）に見られた、ぬけ５６の小さな穴と、僧帽弁部
５４から左房５２へと広がる大きな穴が穴埋めされている。穴埋めされたあとの外形は、
周囲の境界を単純に補間したものとは異なり、基準点Ｒから外側に凸状に膨れており、ち
ょうど左室５０の中において風船を膨張させたときに得られるような領域が抽出されてい
る。なお、どれだけ風船が外側に膨らむかは、評価値決定部３０において、評価値のラン
クの段階数、第１参照画素および第２参照画素の範囲、および、第１参照画素と第２参照
画素の内容と与えるランクとの対応づけ、をどのように定めるかによって様々に制御可能
である。
【００７０】
　以上に示した一連の処理は、様々に変形することが可能である。例えば、探索順序決定
部２８において、探索順序を定める方法を変えることができる。すなわち、同心円に含ま
れる画素を調べる代わりに、基準点と画素中心の距離を計算し、一定範囲の距離に入る（
即ち一定幅をもつ円環に画素中心が含まれる）画素群毎に処理を行っていくようにするこ
とも可能である。この場合には、隣り合う円環同士が一部重複していてもよい。また、同
心円上が通る画素、あるいは、円環に含まれる画素に対する処理は、探索ラインによらず
、ただ一度だけ処理を行うことも可能である。なお、探索ラインを用いない場合には、ウ
インドウの設定のために、周囲のウインドウの位置関係（半時計回りにサーチした時に、
どのような順番に並ぶか）を別途把握する必要がある。この計算を効率よく行う一つの方
法としては、各画素中心の位置ベクトルと、一定の単位ベクトル（例えば図７における探
索ラインＬ１の矢印方向の長さ１のベクトル）との内積演算を基にしてなす角θに対する
ｃｏｓθを求める方法が考えられる。また、一定のベクトルの代わりに各評価対象画素の
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位置ベクトルを用いれば、等方性を向上させることができる。
【００７１】
　また、計算を効率化するために、明らかに自明な画素について、予め前処理をして評価
値を与える方法があり得る。例えば、画素値０の画素が出現する同心円をまず求め、それ
よりも３つ以上内側の同心円に対しては、第１参照画素や第２参照画素を考慮することな
く、評価値１０を与えることができる。あるいは、組織部に近づく前の段階においては、
同心円に基づいて各評価対象画素を探索するのではなく、格子の縦横の並び方向に沿って
探索を行うといったことも可能である。このようにして角度（と１対１に対応する量）が
得られる場合には、第１参照画素や、第２参照画素を定める評価対象画素の近傍となるウ
インドウの範囲を常に固定するのではなく、基準点からみて一定角度をなす範囲内で定め
るといったように、基準点からの距離依存性を持たせて決めることも容易である。
【００７２】
［括れ代表点の探索］
　次に、この評価値に基づいて、括れ代表点を探索する過程を図１９乃至図２４を用いて
説明する。
【００７３】
　図１９は、二値化及び平滑化を行って得た対象画像である。図６に示した対象画像と同
様に、組織腔部１７０とその周囲の組織部１７２とを含んでいる。そして、組織腔部１７
０は、注目腔としての左室１８０、括れ部としての僧帽弁部１８２及び隣接腔としての左
房１８４を含んでいる。この組織腔部１７０の形態は、図６の組織腔部４０の形態とは若
干異なっている。すなわち、組織腔部の輪郭が異なって、前の説明に用いた図６の対象画
像における組織腔部の形態とは、若干異なっている。例えば、図１９においては、図６に
示されたぬけ５６がなく、組織腔部の輪郭もやや異なっている。しかし、この違いは本質
的なものではなく、また、実際に図６を用いて同様の探索を行ってもほぼ同様の結果を得
ることができる。その際には、もちろん、前に説明した穴埋め処理までを予め実施するこ
とができる。
【００７４】
　図２０は、ユーザ設定した基準点Ｒ’を評価開始点として、評価値を前と同じ付与条件
に従って与え、さらにステップＳ１２４の僧帽弁領域の設定が行われた結果を示している
。この図においては、基準点Ｒ’の位置が図６の基準点Ｒの位置とは異なっているが、こ
の違いは本質的なものではない。また、僧帽弁領域は、評価開始点を上辺の中心におく一
定の矩形領域（幅１３画素、高さ７画素）を自動設定することにより与えられている。僧
帽弁領域は、括れ代表点の探索対象となる関心領域であり、図２０においては、この僧帽
弁領域の中についてのみ評価値を表示している。なお、この関心領域を評価値の付与前に
予め設定し、関心領域内でのみ評価値を与えることも可能である。ただし、この場合には
、関心領域の境界が評価値付与に及ぼす影響に注意を払う必要がある。
【００７５】
　図２１は、括れ代表点の検出過程を説明する図である。検出過程においては、ステップ
Ｓ１２６に従って括れ代表点の候補点群が抽出される。具体的には、ステップＳ１１８に
おいて形成されたエッジ画像に基づいて、組織腔部１７０の輪郭を形成する画素群が括れ
代表点の候補点群１９２，１９４として抽出される。なお、ここでは、輪郭を形成する画
素を、その画素を中心とする３×３の正方形ウインドウの中に、組織部１７２が含まれて
いる画素として定義している。
【００７６】
　続いて、ステップＳ１２８に従って、括れ代表点の候補点群１９２，１９４を探索する
順序が決定される。具体的には、僧帽弁領域１９０のうち、基準点Ｒ’が含まれる辺上に
あり、かつ一番外側にある画素を検出開始点１９６，１９８として抽出する。検出は、こ
の検出開始点を起点として、括れ代表点の候補点群１９２，１９４の画素を順次探索して
いく。矢印２００、２０２は、それぞれ、括れ代表点の候補点群１９２，１９４の探索順
序を示している。
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【００７７】
　探索においては、各画素の評価値が１から０へと変化する画素が検出される。具体的に
みていくと、矢印２００に沿った１１の画素においては、評価値は０，１，１，１，１，
１，０，０，０，０，０のように与えられている。したがって、１から０へと変化するの
は、７番目の画素である。同様に矢印２０２に沿っては、評価値は０，１，１，１，１，
１，０，０，０，０，０のように与えられており、７番目の画素が検出される。
【００７８】
　図２２は、この検出によって、画素２０４，２０６が括れ代表点の最終候補点として検
出された状態を示している。これに対し、絞り込み部１５６は、括れ代表点の候補点群１
９２，１９４上で最終候補点がそれぞれ何画素選ばれたかを検出する。図２２に示した例
においては、各一個であるため特に絞り込みを行う必要はなく、検出部１５４はこの画素
２０４，２０６を一対の括れ代表点であると決定する。なお、最終候補点が一方の括れ代
表点の候補点上に複数見出された場合には、他方の括れ代表候補点上の最終候補点との間
の距離が最小となる組が一対の括れ代表点であるとみなされる。
【００７９】
　図２３は、分離部６０によってこの２点の括れ代表点が直線２０８で結ばれ、直線２０
８上の画素値が０に変更された様子を示している。すなわち、左室１８０と左房１８４と
は、括れ代表点に基づく直線２０８によって分離されたことになる。
【００８０】
　図２４は、組織腔部１７０のうち直線２０８よりも左房側の画素２１０の画素値が全て
０に変更された状態を示している。これにより、左房１８４に相当する領域だけが抽出さ
れている。画像処理装置１１０は、この抽出された領域でもって原画像をマスク処理し、
原画像における左室領域の抽出を行って、サイズ計測を実施する。
【００８１】
　以上の例においては、左室１８０と左房１８４とは、直線２０８を分離線として分離さ
れた。しかしながら、分離線としては曲線を用いることも可能である。以下では、曲線を
用いて分離線を引く様子を、図２５、２６を用いて説明する。図２５は、一対の括れ代表
点が求まった図２２の状態を簡略化して描いた図である。また、図２６は、曲線を決定す
る手順を示すフローチャートである。
【００８２】
　図２５において、二つの括れ代表点は点Ａと点Ｂで表現している。また、点Ｒは評価開
始点である。まず、点Ａと点Ｂを結ぶ直線２２０が計算され（Ｓ２００）、線分ＡＢの垂
直二等分線２２２が求められる（Ｓ２０２）。続いて、点Ａと点Ｒとの距離ｒAと、点Ｂ
と点Ｒとの距離ｒBが計算され（Ｓ２０４）、その平均値ｒ＝（ｒA＋ｒB）／２が算出さ
れる（Ｓ２０６）。そして、点Ｒとは直線２２０を挟んで反対側の垂直二等分線２２２上
に、点Ａとの距離（当然点Ｂとの距離も）がｒとなる点Ｃを求める（Ｓ２０８）。そして
、点Ｃを中心とする半径ｒの円２２４を設定し、この円弧ＡＢを分離曲線とする（Ｓ２１
０）。これにより、二つの括れ代表点Ａ、Ｂと評価開始点Ｒとの距離の平均値を曲率半径
（円の場合は半径と一致する）にもち、左室側に凸形状となる円弧ＡＢでもって分離線が
設定された。
【００８３】
　このような方法で分離曲線を設定することにより、左室領域を滑らかな形状に区画する
ことが可能となる。曲率半径の決め方はこの例に限定されるものではなく、様々に設定可
能である。もちろん、ユーザ設定により行ってもよい。また、曲率半径は、常に一定（す
なわち円弧）である必要はなく、位置によって変えることも可能である。その際には、例
えば、実際の僧帽弁位置についての厳密な測定結果を反映するように、曲率半径の分布を
定めるなどすればよい。また、時系列データに対する処理を行う際には、その都度曲率半
径に関する計算を行ってもよいし、当初求めた曲率半径を利用するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
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【図１】本実施形態の装置の構成を示す概略図である。
【図２】全体の処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】評価値を与える条件を記した図である。
【図４】第１参照画素と第２参照画素の範囲を説明する図である。
【図５】評価値を決定する流れを示すフローチャートである。
【図６】対象画像としての２値画像の例を示す図である。
【図７】探索順序を示す図である。
【図８】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図９】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１０】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１１】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１２】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１３】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１４】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１５】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１６】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１７】評価値付与の処理手順を説明する一連の図の一つである。
【図１８】領域整形部の処理内容を説明する図である。
【図１９】対象画像としての２値画像の例を示す図である。
【図２０】評価値付与と僧帽弁領域設定がなされた状態を示す図である。
【図２１】括れ代表点の検出を説明する図である。
【図２２】括れ代表点の検出を説明する図である。
【図２３】分離直線による左室の分離を示す図である。
【図２４】左室の抽出を示す図である。
【図２５】分離線の曲率半径の設定を模式的に説明する図である。
【図２６】分離線の曲率半径の設定を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００８５】
　１１０　画像処理装置、１１２　操作部、１１４　入出力部、１１６　表示部、１１８
　記憶部、１２０　制御部、１３０　対象画像生成部、１３２　二値化部、１３４　平滑
化部、１３６　エッジ抽出部、１４０　設定部、１４２　評価開始点部、１４４　関心領
域部、１５０　代表点探索部、１５２　評価値演算部、１５４　検出部、１５６　絞り込
み部、１６０　分離部、１６２　曲率決定部、１７０　組織腔部、１７２　組織部、１８
０　左室、１８２　僧帽弁部、１８４　左房、１９０　僧帽弁領域、１９２，１９４　候
補点群。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】
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